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（
法
務
委
員
会
）

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
裁
判
官
と
共
に
刑
事
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
司
法
に
対
す
る

国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
し
、
裁
判
所
法

、

。

及
び
刑
事
訴
訟
法
の
特
則
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
、
対
象
事
件

１

原
則



死
刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
係
る
事
件



法
定
合
議
事
件
で
あ
っ
て
、
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
に
係
る
も
の

２

対
象
事
件
か
ら
の
除
外

裁
判
員
、
そ
の
親
族
等
の
生
命
、
財
産
等
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
、
裁

判
官
の
合
議
体
で
取
り
扱
う
。

二
、
合
議
体
の
構
成
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１

裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
の
裁
判
官
の
員
数
は
三
人
、
裁
判
員
の
員
数
は
六
人
と
す
る
。

２

第
一
回
公
判
期
日
前
の
準
備
手
続
を
主
宰
し
た
裁
判
所
は
、
準
備
手
続
の
結
果
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
認
め
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
に
異
議
が
な
く
、
か
つ
、
事
件
の
内
容
等
を
考
慮
し
て
適
当
と
認
め
る

と
き
は
、
事
件
を
裁
判
官
一
人
及
び
裁
判
員
四
人
の
合
議
体
で
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
権
限
及
び
評
決

１

有
罪
・
無
罪
の
決
定
及
び
量
刑
の
判
断
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
合
議
体
の
過
半
数
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
及
び
裁
判
員

の
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
が
賛
成
す
る
意
見
に
よ
る
。

２

法
令
の
解
釈
及
び
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
は
、
裁
判
官
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
。

四
、
裁
判
員
の
資
格
・
選
任
手
続
等

１

衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
一
年
毎
に
無
作
為
抽
出
で
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
裁
判
員

は
、
そ
の
中
か
ら
事
件
毎
に
無
作
為
抽
出
す
る
。

２

欠
格
事
由
及
び
就
職
禁
止
事
由
等
に
該
当
す
る
者
、
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
並
び
に
当
事
者
か
ら
理

由
を
示
さ
な
い
不
選
任
請
求
を
さ
れ
た
者
は
、
裁
判
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
辞
退
事
由
に
該
当
す
る
者
は
、
裁
判
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員
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
辞
退
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

裁
判
員
は
、
公
判
期
日
へ
の
出
頭
義
務
、
守
秘
義
務
等
の
義
務
を
負
う
。
義
務
違
反
そ
の
他
一
定
の
場
合
に
、
裁
判
員

は
解
任
さ
れ
る
。

４

裁
判
員
に
は
、
旅
費
、
日
当
等
を
支
給
す
る
。

五
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
裁
判
の
手
続

１

裁
判
所
は
、
第
一
回
公
判
期
日
前
に
、
公
判
前
整
理
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
は
、
裁
判
員
の
負
担
が
過
重
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
裁
判
員
が
十
分
に
職
責
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
審
理
を
迅
速
で
分
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

裁
判
員
の
証
人
に
対
す
る
尋
問
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

六
、
評
議

１

裁
判
長
は
、
裁
判
員
に
必
要
な
法
令
の
説
明
を
丁
寧
に
行
う
と
と
も
に
、
評
議
を
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な

る
よ
う
整
理
し
、
裁
判
員
の
発
言
機
会
を
十
分
設
け
る
な
ど
、
裁
判
員
が
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

裁
判
官
と
裁
判
員
が
行
う
評
議
並
び
に
裁
判
官
の
み
が
行
う
評
議
で
あ
っ
て
裁
判
員
の
傍
聴
が
許
さ
れ
た
も
の
の
経
過

並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
意
見
と
そ
の
多
少
の
数
に
つ
い
て
は
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

七
、
裁
判
員
の
保
護
の
た
め
の
措
置

１

労
働
者
が
裁
判
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
氏
名
等
の
裁
判
員
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
を
公
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
被
告
事
件
に
関
し
、
裁
判
員
に
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
、
罰
則

１

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
に
請
託
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

審
判
に
影
響
を
及
ぼ
す
目
的
で
、
裁
判
員
等
に
意
見
を
述
べ
た
り
、
情
報
を
提
供
し
た
者
も
１
と
同
様
と
す
る
。

３

裁
判
員
等
に
対
し
、
威
迫
の
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

４

裁
判
員
若
し
く
は
補
充
裁
判
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
、
評
議
の
秘
密
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を

漏
ら
し
た
と
き
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
員
等
の
職
に
あ
っ
た
者

が
、
財
産
上
の
利
益
を
得
る
目
的
が
な
く
評
議
の
経
過
を
漏
ら
し
た
場
合
に
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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５

裁
判
員
候
補
者
が
、
質
問
票
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
場
合
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

九
、
附
則

１

国
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
の
制
度
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
は
、
国
民
が
よ
り
容
易
に
裁
判
員
と
し
て

裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
環
境
の

整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

、

２

政
府
は

こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
の
制
度
が
我
が
国
の
司
法
制

度
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

十
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
又
は
裁
判
員
等
の
職
に
あ
っ
た
者
の
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則

の
う
ち
懲
役
刑
に
つ
い
て
「
一
年
以
下
の
懲
役
」
か
ら
「
六
月
以
下
の
懲
役
」
へ
の
引
下
げ
、
国
に
対
し
て
国
民
が
裁
判
員
と
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し
て
裁
判
に
参
加
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
努
力
義
務
を
課
す
旨
の
規
定
及
び
施
行
三
年
後
の
見
直
し
規
定
の
附
則
へ
の
追

加
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


